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Abstract

TheintroductionoftheEnvironmentalManagementSystem

(EMS)isprevalentnotonlyinlargesizedfirms,butalsoin

smallto medium sized firms,localgovemmentsand

educationalinstitutions. Majority ofthem areISO14000.

TheintemationalstandardISO14000isanEMScreated

basedontheBritishBS7750. However,inEurope,an

EMSharsherthanlSO14000isinwidespreaduse.

Recently in Japan,unlque environmentalmanagement

は じめに

近年二 日本ではISO14000を取得する企業が急激

に増加 している｡[1](図 1参照)

ISO14000取得の拡大に伴って､多 くの課題がで

てきた｡また､そ うした課題に答えるべ く､ 日本国

内では様々な独 自の環境マネジメン トシステムの規

格がでてきた｡

本稿では環境マネジメン トシステム規格の発展の
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systemssuchastheKES(forsmalltomediumsizedfirms)

andtheLAS-E (forlocalgovemments)basedonthe

ISO14000haveappearedonreasonthattheintroductionof

theISO14000is･tooheavyaburdenfわrsmalltomedium

sizedfirmsandhaveparticularsthatarenotappropriatefor

localgovemmentsandeducationalinstitutions.

ManyEMSbasedontheISO14000haveappeared,butin

this paper, we have clarified their differences and

characteristicsbyanalyzlngtheirstandardsindetail.

経緯､多様な独 自システムを､それぞれの規格を分

析することで､比較検討 をお こなった｡

残念なが ら､環境マネジメン トシステムの比較検

討 という先行研究はほとんど事例がな く､規格にお

いて比較検討するという先行研究 も見 あた らなかっ

た｡それゆえ本稿は､ISO14001を中心 とする多様

な環境マネジメン トシステムの今後の展開を論 じる

ための重要な基礎資料 とな りえるであろう｡
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JA団重合事業者推措
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図 1日本におけるISO14001の取得状況

http://W .jab.or.jpより引用

1章 ISOの現状 と歴史

1-1 1SOとは

ISO(国際的にはアイ ｡エス ｡オー と呼ぶ)とは､

国際的に通用させる規格や標準類を制定するための

国際機関である｡国際交易を容易にし､あ らゆる活

動分野の協力を進展させるために､国際的に通用す

る製品､用語､方法な どの規格の標準化を推進 し､

その関連活動の発展 ･促進を図ることを目的に設立

された｡ISOの中央事務局はスイスのジュネーブに

置かれてお り､現在約135ヶ国の会員で成 り立って

いる｡ISOは略号であ り､ISO機関の フルネームは

InternationalOrganizationfわrStandardizationである｡

通常であれば､頭文字 をとって10Sとなるだろう

が､ISOとなった説 としてはいろいろと考え られて

いる｡

① "相等 しい" という意味を表すギ リシャ語 "isos

"か ら取 られた説

② lSO設立当時､既にIOSといわれ る機関があった

為にその機関と混同す るということか らISOとなっ

た説な どが考え られている[3][4]｡
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日本国内では､一般的に "アイ ｡エス ･オー" と

呼ばれているが､ "イソ" という人もいる｡ また､

英語を母国語 としている国々では "アイソ''と呼ぶ

ことが多い｡

1-2 BSからISO設立の経緯

lSOは国際標準化機構 として1947年に設立された｡

工業製品の標準化の必要性についてはさまざまな地

域で議論 され標準化機構を求める声は､19世紀後半

までさかのぼることができる｡

当時､イギ リス､アメリカ､ ドイツなどでは各企

業や協会 ごとに､独 自の標準を用い製品を作ってい

たが､それぞれ異なる内容の規格が存在することは

｢貿易の技術的障壁｣の要因となるということか ら､

1901年､イギ リスで初めて国レベルでの標準化が行

われた｡その後､各国で標準化の動きは急速に進み､

1906年電気技術に関す るすべての分野の国際標準 ･

規格 を作成する機関IEC (国際電気標準会議)が設

立 される｡更に､ 1926年､ISOの前身である万国規

格統一協会 (ISA)が設立 された｡ このISAは機械
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工学に重点が置かれていたが､第二次世界大戦によ

る会員の脱退で､1942年にその活動を一旦停止 した｡

その後､国連規格調査委員会 (UNSCC)が業務 を

引き継 いだが､1946年 10月14日にUNSCCはロン ド

ンで会議を開催 し､ ｢工業規格の国際的統一 と調整

を促進す る こと｣ を 目的 とす るISOとい う機 関を

1947年2月23日に発足することとなる[5]｡

よく知 られるISO規格 としては､ISOネジやISOフ

イルム等の ｢製品｣に関する規格､その製品に関す

る ｢用語｣があるが､最近では､ISO9000S(品質マ

ネジメン トシステム)やlSO14000S(環境マネジメ

ン トシステム) といった ｢方法｣の規格も制定 し発

行を行っている｡

表 1 BSからISOへ

BS7750とは,英国規格協会(BSI;British Standard

Institution)が1992年3月に制定 した環境マネ ジメン

トシステムの規格である｡

マネジメン トシステムの考え方は品質システム規

格(ISO9000シリーズ)に端を発するものであり,そ

のベース となったのがイギ リス規格のBS5750であ

った｡環境マネジメン トシステム規格 において も

ISO14000に先駆けてBS7750が制定された｡その後､

BS5750とISO9000シ リーズの関係 に見 られたよ う

に,BS7750をベースに してISO14000シリーズが制

定されISO委員会のTC207技術諮問委員会で討議が

繰 り返され規格が制定された[6][7]｡

マネジメントシステム 英 国規 格 国 際規 格

晶質マネジメントシステム BS5750(1979) - ⅠSO9001(1987)

第 2章 環境マネジメン トシステム規格の変遷

環境に関する規格には様々な規格が発行されてい

る｡国際標準化 の規格 としては ISO14001､英国

の規格 としてBS7750､ECの規格 としてはEMASが

ある｡

また 日本国内の独 自規格 としては､京都市が小規

模事業者向けにつくったKES(京都スタンダー ド)､

LAS-Eなどがある｡

l BS7750

｣

EMAS H ⅠSO 14001 (国 際規 格 .国 内規 格)

∠ チ -一一 一--盲蒜-;表読-ド
RES LAS-E ll その他の痩格

図 1 EMSの変遷
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2-1 1SO14000の概要

ISO14000の本質は経営管理の概念であ り､環境

負荷を軽減するための目的 ･目標を設定 し､それを

PDCA(Plan-Do-Check-Action)の流れに沿って運用す

ることで経営システムの改善を図ることにある[8]｡

ISO14000と総称 され るが､ISO14000Sに含 まれる

規格 としては､ISO14001(環境マネジメン トシステ

ムー仕様及び利用の手引)[9]､ISO14004(環境マネジ

メン トシステム-原則,システム及び支援技法の一

般指針)[10]､ISO14010(環境監査の指針 一一般原則)

総合環境研究 第6巻 第 2号
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[11]､ISO14011(環境監査の指針 一監査手順 一環境

マネジメン トシステムの監査)[12〕､ISO14014(環境

監査の指針一環境監査員のための資格基準)[13]の5

つの規格がある｡そ して､ この中のISO14001の規

格要求事項を満たす ことがISOの認証を受ける必須

灸件になっている[3]｡

一般的にISOのシステムを取 り入れ認証を受ける

かどうかの判断は各社の自由である｡ISOの認証を

受ける場合には必ず第三者審査 (外部審査)を受け

なければならない｡ 日本における第三者審査 (外部

審査) とは､認定機関((財)日本適合性認定協会)が

定めている審査登録機関でしか行うことができず､

2001年10月現在､環境においては31社登録されてい

る[2]｡

2-2 EMASとは

EMASとはEcoManagement皮 AuditScheme(環境

管理､監査スキーム)の略であり､EC加盟国におい

て 1993年 7月に施行され 1995年から適用さ

れた環境管理 ･監査の手法である｡ この適用の目的

はEC加盟国の環境保全の取 り組みのば らつきを是

正するとともに､企業の環境マネジメントの行動に

対する社会的関心に応えることであった[14]｡

EMASは企業に対 して環境方針､環境計画､環境

マネジメントシステムの確立､パフォーマンスの体

系的､客観的な評価､一般市民に対する環境関連情

報などの提供を求めてお り､このような活動を行い

EMASに参加することによりロゴマークの使用が認

められる｡

EMASの規則は 21の条文 と5つの付属書か ら成

り立ってお り､EMAS導入手順は､企業がEUに登
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録し声明書を提出を行 う｡声明書には､自社の CO2､

NOX等の排出量や減量､エネルギー､騒音等の精

微な実体を報告し､環境を配慮 した目標を立て､改

善された諸策のデータを公開する｡ これを､公認環

境監査機構が監査検証 し､認定する｡検証項目の中

には､火災発生時の消火用水の排水対策なども入る

という大変厳しいものである｡認定の有効期間は三

年で､企業は三年ごとに新 しい目標を定めなければ

な らな くISO14001の規格よ り厳 しい規格 になって

いる｡

EMASは最近改訂 されEMASl､EMAS2がある｡

比較は表2で示す[15〕｡

2-3 1SO14000とEMASの比較

ISO14000とEMASの一番の違いは､環境声明書で

ある｡ISO14000にはないが､EMASには環境声明書

が存在する｡

声明書には 2種類あ りEMASを適用 している各サ

イ トにおいて､監査サイクルが完了するまでの期間

提出が求められる簡略声明書､その後完全に監査サ

イクルが完了した時点で要求される正式声明書があ

る｡

その声明書には､企業のサイ トにおける事業の概

要説明､事業内容に関連するすべての重要影響の評

価､環境パフォーマンスに関するその他の課題､サ

イ トで運用されている環境方針､計画､マネジメン

トシステムの概要､次回の声明書の提出予定 日､検

証人の氏名を含まなければならない｡声明書は一般

公共の人がよく理解されるように作成されなければ

ならない｡口8〕
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あらゆる規模の組織 (企業 ･自治体 ･学校 ･家庭等

を含めた団体 ･個人等)に適用できる中小企業向け

の簡易版であり､規格の内容や表現が他の規格と比

べて比較的平易で取組み易いことが特徴といえる

[16]｡

具体的には､より実態に即した取組みができるよ

うに､次のような2段階のStepを設けている｡

①stepl:環境問題に取り組み始めた段階｡

②step2:将来 ｢ISO14001｣の認証取得を目標にす

る段階｡

(従ってStep2は､KESの継続がlSO14001につなが

る｡)

3-2 lSO14000とKESの比較

ISO14001とKESでの規格の内容は同じであるが､

審査の負担､維持費の負担を考えるとKESのシステ

ムの方 が取 り組みやす い もの とな って いる｡

ISO14000･KESの比較を表 3に示す｡

表 3 ISO14000とKESの比較

適用規格 ⅠSO14001 KESstep1 KESstep2

段階 上級 初級 中級

目的 fso14001に従 った環境活動 環 境 活 動 の 輪 を広 げ 将来ⅠSO14001■の認証取得 を

る. 目指す

環境方針 ○ ○
環境側 面 ○ ○
環境影 響評価 ○ .○
法 的及 びそ の他 の要求事項 ○
目的 目標 ○ ○
プ ログ ラム ○ ○
実施及び運凧

a.体 制及び責任 ○

b.訓練､ 自覚及 び能 力 ○
C. コミ土ニケ- シ ヨン ○
d.環境マネシ寸メントシステム文書 ○ ○
e.文書管理 ○
f.運用管理 ○ ○

g.緊急 事 態 へ の準 備 及 び対応 ○
点検 及 び是正措置

a.監視及び測定 ○

b.不適合並びに是正及び是正措置 ○
C.記録 ○
d.環境マネシ○メントシステム監査 ○

経営層 による見直 し 0. ○
影響評価 独 自の ロジ ック と手法で 最 高経営層 の決意 チ ェック リス ト法

メ ンバー の討議 評価 点算定法

マ ニ ュ アル 独 自のマニ ュアル サ ンプ ル あ り (6へ○-シ寸) サ ンプル あ り (26へ〇一シ寸)

◆審査登録料は従業員数100人未満の事業所におけるもの

- 65-
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表 2 ISO14000とEMASの比較

ⅠSO14001 (EMASⅠ)1836/1993/EC (EMASⅡ) 761/2001/EC

対象範囲 全般 製造業を始めとした環境負荷の高い特定の分野/ビジネス 全般

初期環境レビュー 任意 要求される 要求される

組織自体によるレビュー又は 組織自体によるレビュー又は

外部機関によるレビユ'-が必 外部機関によるレビューが必

要 要

環境法規制遵守 遵守の ｢仕組み｣が必要 要求される 要求される法規制 を遵守 していない場合､環境声明は有効とされない

環境パフォーマンスの ｢システム｣の継続的改善 要求される 要求される

改善 が必要 現在の最高技術を使用 現在の最高技術を使用

環境声明 (活動の報告､方針､ 目的と目標､環境マネジメン トプログラムを含む) 不要 (方針のみ) 要求される 要求される印刷物またはホームページ上等での公開が必要

環境声明の検証 不要 要求される 要求される環境監査人/認証機関による検証が必要

環境関連業者の管理 コミュニケーション及び運用管理の範囲で管理o法的要求事項があれば従う○ 組織による監視 組織による監視

間接環境側面 :設計デザイ ン .開発 .包装 .輸送 .購入等 企業の自主性にまかされる 不要 明確に要求

環境パフォーマンス評 システムの結果 として達成 不要 要求される

価 されると考える 数値を含めた証拠が必要

ロゴ (認証マーク) 無 壬旺 有2種 (マネジメントシステム認証 と環境声明 に対する証明)

第 3章 環境マネジメン トシステム規格の比較

日本 国内ではISO14001の規格 をベース とした独

自規格が作 り出されている｡それぞれの規格を比較

することで規格の内容の確認を行 う｡

3-1 KES

KESとは京都 ･環境マネジメン トシステム ･スタ

ンダー ドの略であ り､1997年 12月に開催 された ｢地

- 66-

球温暖化防止京都会議 (cops)｣を機 に､行政 ･民

間団体 ･企業 ･学識経験者等が中心 となって設立 し

た ｢京 (みや こ)のアジェンダ21フォーラム｣内に

ある企業活動 ワーキンググループが作成 した独 自の

京都版環境管理認証制度である｡

KESの認証取得の目的は､他の規格 と同様で､環

境問題に関心を持ち､ 日常的にその取組みをしてい

くことで環境負荷を低減 していくことにある｡また､

総合環境研究 第6巻 第 2号
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3-3 費用対効果 が求 め られ る環境 マネ ジメン ト

システム

ここまで紹介 した環境マネジメン トシステムは､

BS7750はイギ リス規格､ISO14000は世界標準規格､

EMASはEC規格､KESは 日本の中小企業 ということ

ができるだろう｡

日本ではISO14000の取得が多いが､KESを取得す

る企業 も増えている｡最大の理由はコス トである｡

KESはISOの取得費用 よ り安 く取得ができ､企業 に

とっては費用の面では非常にメリッ トが高い｡但 し､

KESは国内規格にしかすぎないために世界的には認

め られない｡

また現在 日本では､ISO14001の 自己宣言 も増え

ている｡ 自己宣言 とはISOの規格 に沿 って運用 を行

い､ISO14001の審査員 に審査 を して もらいそれ を

宣言することである｡第三者による認証 という作業

はない｡

自己宣言が増えてきた理由はコス トである｡第三

者の認証機関に認証を委託すれば相当の費用がかか

るか らである｡

今後ISO14000をベース に した独 自規格や独 自の

手法は多 くなる こと.が予想 され る｡ ISO14000認証

という ｢看板｣ を取得することではな く､環境負荷

を削減す る ことがISO14000の本来 の 目的である こ

とを考 えれば､ISO14000に こだわ らず に独 自規格

で低コス トで環境負荷を減 らす ことは､今後の大き

な流れになると考え られる｡環境マネジメン トシス

テムも費用対効果が求め られるようになってきてい

る｡

表4 ISO14000､EMAS､KESの対比

適用規格 KESステップ1 KESステ ップ2 ⅠSO14001 EMASⅡ

発行元 京都 市 京 都市 国際標準化機構 英国規格協会

相 互 間系 ⅠSO14001を ベ ー ス と lSOl4001を ベ ー ス と EMASを ベ ー ス と し

し作成 し作成 作成

活動取組み 環境管埋活動の輪 を lSOl4001の 認 証 取 得 資源循環型経済社会の実現

の目的 広げる をめざす

対 象 企 業 (工場だけでな く全産業の事業所)

政府､ 自治体の公共体全て (学校 も含む)

審査機構 第三者による環境監査 公認環_境検証機構

経済的メリッ ト 廃棄物削減､ リサイクル によるコス トダウン､消費者の支持､日本か ら海外への輸出の制~限､大手 メ-カーの下請 けは､取得が必要 廃棄物削減､ リサイクル によるコス トダウン､消費者の支持､欧州 に立地 している日本 メーカーは､認証取得が必要

特 色 ･権限､責任等 を全てマニュアル化･｢契約 社会｣ の文化がベース に有 り｢阿畔の呼吸｣ という感覚や暖 昧さを美徳 とする日本文化 には､ 基本的にはな じまないo

環 境 影 響 評 価 の 最高責任者 の決意 メ チ ェック リス ト法評 独 自の ロジックを構

事例 ンバーの討議 価点算定法 築 し評価する
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表 5 環境マネジメントシステム規格の比較

要求事項 BS7750 ⅠSO14001 EMASⅡ KESI KESⅡ

環境マネジメントシステム ○ ○ ○ ○ ○
環境方針 ○ ○ ○ ○ ○
組織及び要因 ○ ○ - ○ ○
教育訓練の必要性 ○ ○ - - ○
予備環境調査 ○ - ○ - -
コミュニケ-シヨン ○ ○ ○ - -
評価及び登録簿 ○ ○ - ○ ○
規則性その他の要求事項 ○ ○ - ○ ○
目的及び目標 ○ ○ ○ ○ ○
管理計画 ○ ○ ○ ○ ○
環境マニュアル及び文書 ○ ○ - ○ ○
運営管理 ○ ○ - - -
検証 .測定 .試験 ○ ○ - - -
不適合 .是正処置 ○ ○ - - -
環境管理記録 ○ ○ - - ○
環境管理監査 ○ ○ ○ - -
監査計画 ○ ○ - - -
監査方法 .手順 ○ - - - -

3-4 自治体向け規格 としてのLAS-E

環境マネジメン トシステムの規格 として環境 自治

体スタ ンダー ド (Local Authority-s Standard in

Environment)LAS-E(ラスイー)というガイ ドライン

がある[17]｡

LAS-E(ラスイー)のガイ ドライ ン作成者はEMSで

はな く政策 として位置づけているが､LAS-Eも環境

マネジメントシステムであることには変わ らない｡

LAS-Eとは､環境配慮や環境政策に取 り組むため

の仕組みを､自治体が確立運用 し､その取 り組み内

容が環境自治体 としてふさわしいか どうかをチェッ

クするための基準である｡LAS-Eのメリッ トは､ 自

治体が環境への取組みにおいてどの程度のレベルに

いるかがわか り､よ り上を目指 して取 り組んでいく

ことができ､小規模の自治体でも取 り組めるという

点である｡

ISO14000と異なる点 は､監査時 に､監査チーム

の中に地域住民か事業者を加え､地域の実情を熟知

した第三者 による監査 をお こなえることである｡

共通項 目については3ケ月以上取 り組んだ後､独

自目標については前年度実績値の確定後に､それぞ
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れ監査をし､判定委員会で審議 し､監査結果が妥当

と判断されれば､合格証を発行するシステムである｡

さいごに

環境マネジメン トシステムの導入は企業や自治体

にお いては必要な課題 となっている｡ISO14000は

どのような企業でも取 り組めるようなシステムにな

っているが､同時に中小企業には重い負担のシステ

ムでもある｡また､行政や教育機関には不要な規格

も含まれているいっぽ うで､教育や啓発に関わる部

分が不足 している｡

このような流れの中で､ 日本国内では､中小企業

や 自治体向けに多様なEMSが提案され取 り組まれ

ている｡ EMSの本来の目的は､それ 自身の認証取

得ではなく､環境負荷の低減である｡認証取得を看

板 にす るためだけにISO14000を取得す る時代は､

すでに終わった｡

環境負荷の低減､環境問題の解決のための環境マ

ネジメン トシステムである｡事業所の特性に合わせ､

より費用対効果の高いシステムが求め られ､登場す
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るのは当然のことであったO
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